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岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

 

 

① 第三者評価機関名 

社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 

 

② 施設・事業所情報 

名称：かようこども園 種別：幼保連携型認定こども園 

代表者氏名：園長 泉 典子 定員（利用人数）：１２９名（１３２名） 

所在地：岐阜県岐阜市五坪１丁目１４番１号 

TEL：０５８－２４５－９７６９ 

HP ： http://www.douhoukai.com/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日：平成 20 年 

 経営法人・設置主体（法人名等）：社会福祉法人 同朋会 

 職員数 常勤職員         ２７名 非常勤職員          ８名 

 専門職員 保育教諭・保育士     ２９名 看護師            １名 

 施設・設備

の概要 

乳児室           １室 調乳室、調理室、遊戯室 

ほふく室          １室 事務室、医務室、休憩室 

保育室           ４室 屋外遊技場、プール、砂場 

沐浴室           ２室  

 

③ 理念・基本方針（※転載） 

理 念 

社会福祉法人同朋会の基本理念 

「一つの命を共に生きる」 

   「人として生きることを共に共感しつつ」をサービスの提供理念とする。 

基本方針 

「明るく、健やかでいきいきとあそぼう！」をモットーに 

１，一人ひとりの子どもの気持ちを温かく受け止める。 

２，健康でいきいきと遊べる子を育てる。 

３，明るく思いやりのある子を育てる。 

 

④ 施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

本園は、10 カ所を超える施設・事業所を統括する法人の一翼を担う認定こども園である。独

立性はもちろん担保されるが、法人の持つ組織性が隅々まで行き渡っており、マニュアル等文

書類は整えられており、計画性・実行性に優れ、良くまとまっているという印象を受ける。し

かしだからと言って窮屈さがあるのではなく、子どもたちの姿は生き生きとしており、職員の

姿ものびやかである。本園は職員の育成面においても力を発揮しているが、確保については多



2 

大な努力を要している。一方園児の定員割れの心配はないが、地域の特性によるであろうか、1

歳児がまた外国籍の子が多いという特徴がある。さらに恐らく、発達障害あるいはその近似値

の子の存在も鑑み、教育・保育方法の高度化は、今後より一層の取組の課題となってくるであ

ろう。基盤がしっかりしているからこその大きな役割の果たせる可能性を感じる。 

 

 

⑤ 第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

令和７年７月３１日（契約日） ～ 

令和８年２月１６日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）  － 

 

⑥ 総評 

◇特に評価の高い点 

・本園では、園舎の老朽化に伴い、また保育態勢の補強を目的として、建て替え計画が大きな課題と

なっている。長期計画はこの点に絞って検討がなされているが、実践上の様々な課題は、５年

スパンの中期計画として綿密な計画・実行により成し遂げている。計画の立て方はかなり綿密

で、あがってきたものはまず「職員育成・定着」「利用者確保・満足」など５つの戦略上の分類

をし、「目標値」を定め、「対策」の基本的な柱が明示される。さらには１年ごとに「取組内容」

を絞り、「目標」それを中心的に実行する「主体者」が明示される。こうした取組の仕方は大変

わかりやすく、成果も明確になるのではないだろうか。計画策定の一つの見本として推奨され

ると考える。 

・公民館との連携や地域の未就園児親子との子育て相談、老人会とのイベントなど、地域に根

ざした園作りが、法人、職員一丸となり行われている。 

・人事考課、イエローポスト、トリセツノートなどを使用し保育教諭の資質向上に園全体で取

組まれていることは、子どもや利用者にとって安心できるこども園となっている。また、ポケ

ットに入るサイズのノートを使用し、保育に対する姿勢が羅列され、いつでも見ることができ

ることは保育教諭自身の安心感と自信に繋がると考えられる。 

・子どもの生活や遊び、発達過程の記録が丁寧に取られており、それを職員間で共有する機会

もつくられている。 

 

◇改善を求められる点 

・０歳児について、5 領域の視点から計画が立てられている。０歳児は、乳児保育に関わるね

らい及び内容からの視点に変えられるとよいと思う。また、１歳児の週案が、0 歳児と同じ視

点から立てられているので、１歳以上３歳未満児の保育に関わるねらい及び内容からの視点に

変えて、計画を立てられるとよいと思う。毎年、年度末に全体的な計画等を見直すとのことで

ある。全体的な計画から、年案や月案・週案が立てられ、それを基に保育・教育が展開される

ため、見直す機会にもう一度教育・保育要領の共通理解を全職員間で図られるとよいのではな

いかと思う。 
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⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

ご指摘いただいた点については、園全体で改善に取り組み、また評価いただいた点について

は、励みにしながら、今後もより良質なサービス提供に取り組んでいきたいと思います。てい

ねいで、わかりやすくご意見をいただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 
 
 


